
参画と協働のまちづくり

事務事業調査（令和5年度事業分）

について

表の見方



【概要】

令和5年度に実施した事業のうち、

「参画」に該当するものは「《参画》令和５年度事業調査結果（形態順）」に、

「協働」に該当するものは「《協働》令和５年度事業調査結果（形態順）」のシートに

まとめています。

※昨年度より様式を大幅に変更しております。

【目的】

参画と協働のまちづくりを基本原則とした生駒市自治基本条例に基づき、参画・

協働の進捗状況を把握するため、各所属で取り組んでいる参画と協働の取組事業

を毎年集約し、市HPや市民自治推進委員会で公開・共有しています。



令和５年度事業調査結果

（参画）



【参画とは】
市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体
的にかかわること。

《担当課》

参画の事業を実施した部署の名称

《事業名》

事務事業の名称

《事業概要》

何を目的に、誰が参画し、誰を対象に何をするのか等を簡潔に記入したもの

《自治基本条例該当条文》 ※今回調査からの新設項目

事業が自治基本条例のどの条文にもとづいた取組であるかを記入したもの。

《参画のパートナー》

事業実施に当たって参画をしたパートナーの名称

（例：NPO法人○○、株式会社○○、○○高等学校 他）

【表の見方】



① 行政(県・他市町村等)

② NPO法人

③ 法人外NPO(ボランティア団体・市民活動団体等)

④ 地縁組織（自治会、婦人会、老人会、ＰＴＡ等小学校区、中学校区、市町村域までの地域に根ざした
活動組織）

⑤ 企業・大学等（学校等大学、高校、中学校、小学校、学校法人、教育研究機関、企業等事業者、経済
団体（商工会議所､商工会等）、協同組合（ＪＡ､生活協同組合等）、労働団体等）

⑥ 社団財団系 （一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等）

⑦ 複合体（実行委員会のように様々な団体が集まって構成している団体、ネットワーク組織等）

⑧ 個人のボランティア（上記①～⑦に属さないか、それ以外の資格で活動する個人）

《パートナー分類》
参画のパートナーが該当する分類に、○を記入したもの（該当する分類全てに
○をつけています）



《参画の形態》

参画の形態として当てはまるもの

《参画における課題・評価等》

参画を実施するうえでの課題、現時点での成果、評価等

《令和６年度の実施予定》
令和６年度にも実施する事業かどうか

《令和６年度に実施しない理由》
令和６年度に実施しないと回答した事業の、実施しない理由

(1) 附属機関、懇談会等の設置

(2) パブリックコメント

(3) 意見交換会（住民説明会、タウンミーティング、フォーラム並びにシンポジウム等）

(4) 講座等

(5) ワークショップ

(6) その他



令和５年度事業調査結果

（協働）



【協働とは】
市民等と市又は市民等と市民等とが、それぞれの役割と責任を担いながら、

対等の立場で、相互に補完し、協力すること。

⚠変更点①

今年度から、総合計画と足並みをそろえた進捗把握を行うため、

第６次総合計画第２期基本計画アクションプランのうち、経営的施策

Ⅱ「市民協働・公民連携」に特に該当する事業について取組状況を調

査します。

※該当事業でも、令和5年度に実施をして

いない事業については記入していません。

※アクションプランに記載されていない事業

以外の主な協働の事業も記載しています。
該当する事業をピックアッ

プしています

アクションプラン↓



⚠変更点③

【補助金交付等による協働について】

協働の形態のひとつですが、毎年企画政策課で取りまとめている「補助金シート」にて

進捗把握を行うため、上記に該当する事業につきましては記載していません。

⚠変更点②

【指定管理者制度について】

協働の形態のひとつですが、毎年企画政策課で取りまとめている「指定管理者導入施設

管理運営評価シート」にて進捗把握を行うため、上記に該当する事業につきましては記載

していません。



【表の見方】

《担当課》

協働の事業を実施した部署の名称

《事業名》

事務事業の名称

《事業概要》

何を目的に、誰と協働し、誰を対象に何をするのか等を簡潔に記入したもの

《自治基本条例該当条文》 ※今回からの新設項目

事業が自治基本条例のどの条文にもとづいた取組であるかを記入したもの。

《協働のパートナー》

事業実施に当たって協働をしたパートナーの名称

（例：NPO法人○○、株式会社○○、○○高等学校 他）



① 行政(県・他市町村等)

② NPO法人

③ 法人外NPO(ボランティア団体・市民活動団体等)

④ 地縁組織（自治会、婦人会、老人会、ＰＴＡ等小学校区、中学校区、市町村域までの地域に根ざした
活動組織）

⑤ 企業・大学等（学校等大学、高校、中学校、小学校、学校法人、教育研究機関、企業等事業者、経済
団体（商工会議所､商工会等）、協同組合（ＪＡ､生活協同組合等）、労働団体等）

⑥ 社団財団系 （一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等）

⑦ 複合体（実行委員会のように様々な団体が集まって構成している団体、ネットワーク組織等）

⑧ 個人のボランティア（上記①～⑦に属さないか、それ以外の資格で活動する個人）

《パートナー分類》
協働のパートナーが該当する分類に、○を記入したもの（該当する分類全てに○
をつけています）



《協働の形態》

協働の形態に当てはまるもの

(1)事業の企画・実施における協働
関係機関等と、事業企画・実施を協働で行うことにより、多様な市民
ニーズに即した事業を期待して行われる形態

(2)委託契約に基づく協働
本来市が行うべき事業や事務などの一部や全体を委託することで事
業をより効果的、効率的に進める形態

(3)指定管理者制度 公の施設の管理運営について、市民活動団体等に委ねる制度

(4)補助金交付等による協働
市民公益活動団体等が主体的に取り組む事業に対して、申請に基づい
て市が資金提供を行う形態

(5)共催、実行委員会、協議会によ
る協働

共通の目的を達成するために、市民活動団体等と市が共に主催者と
なって事業・施策等に取り組む形態や、さまざまな主体が集まり、実行
委員会等を構成して主催者となり事業に取り組む形態

(6)事業協力による協働
市民、市民活動団体等と市の間で、人材やノウハウ、物品、資金、情報
など互いに出し合い、それぞれの特性を活かす役割分担を協定して、
一定期間、継続的な関係のもとで協力して事業に取り組む形態

(7)後援による協働
市民公益活動団体等主催の事業を支援するため、後援名義の使用を許
可する形態

(8)情報提供・情報交換による協働
市と市民・市民公益活動団体等が互いに保有する情報を交換・共有す
ることで公益目的を達成する形態

(9)個人のボランティアとの協力 個人のボランティアと行政との間で事業を協力して行う形態

(10)その他 上記(1)～(9)に該当しない協働形態
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《協働における課題・評価等》

協働を実施するうえでの課題、現時点での成果、評価等

《令和６年度の実施予定》

令和６年度にも実施する事業かどうか

《令和６年度に実施しない理由》

令和６年度に実施しないと回答した事業の、実施しない理由


